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東広島市教育委員会定例会（平成30年１月）議事録 

 

１ 日  時 平成30年１月25日（木）午後３時30分～午後４時50分 

２ 出 席 者        

 (１)教育長 津森教育長 

 (２)委 員 渡部教育長職務代理者、坂越委員、織田委員、長嶋委員、京極委員 

 (３)事務局 【学校教育部】 

大垣学校教育部長、上田学校教育部次長兼教育総務課長、舛金教育調整監、池

田学事課長、祭田指導課長、村上青少年育成課長、藤岡学校教育部次長兼東広

島学校給食センター所長、森岡西条学校給食センター所長、富樫東広島北部学

校給食センター所長、柴田安芸津学校給食センター所長、武上教育総務課課長

補佐兼教育総務係長兼管理係長 

【生涯学習部】 

下宮生涯学習部長、國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長、丸山スポーツ振興課

長、岡田生涯学習部次長兼文化課長、諏訪黒瀬生涯学習センター長、高橋福富

生涯学習支援センター長、森住豊栄生涯学習センター長、青木河内生涯学習セ

ンター長、中谷生涯学習課課長補佐兼学習総務係長兼管理係長 

 (４)書 記 青山主査 

３ 場  所 東広島市役所本館 会議室405 

４ 議  題        

（１）報告事項 

報告第１号 平成29年度学校安全ボランティア表彰について 

報告第２号 平成29年度東広島市成人を祝う会の結果について 

報告第３号 平成29年度東広島アザレア賞の表彰について 

報告第４号 第33回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について 

報告第５号 職員等の表彰について 

（２）議案 

議案第１号 平成30年第１回東広島市議会定例会提出議案に対する意見の申出について 

【非公開審議】【原案可決】 

議案第２号 東広島市外国語指導助手設置規則の一部改正について【原案可決】 

（３）その他 

１ 現代の造形－Ｌｉｆｅ＆Ａｒｔ－「版画でつなぐ」の開催について 

２ 次回教育委員会定例会の日程について 

 

開会 午後３時30分                                    

○ 津森教育長：それでは、定足数に達しておりますので、平成30年１月の教育委員会定例会を

開会いたします。 

    本日の議事録署名委員は、坂越委員と長嶋委員でございます。よろしくお願いいたしま
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す。 

    本日の会議の進行でございますが、議案第１号につきましては、議会の議決を経るべき

事案事件の議案を作成する場合の意見の申出ということで、これは東広島市教育委員会会

議規則第18条第１項第５号に該当するため、議案第１号は非公開として審議したいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

    それでは、議案第１号を非公開として審議することに決定いたしました。 

    本日の傍聴希望はございますか。 

○ 上田学校教育部次長兼教育総務課長：ございません。 

○ 津森教育長：はい。 

 それでは、報告第１号の説明をお願いいたします。 

 

報告第１号 平成29年度学校安全ボランティア表彰について                  

○ 村上青少年育成課長：報告第１号、平成29年度学校安全ボランティア表彰について、ご報告

を申し上げます。 

    この表彰は、児童生徒の登校・下校時の安全確保にボランティアとしてご尽力いただ

き、他の模範となる優れた成果を上げている団体及び個人に対し表彰するものでございま

す。団体には東広島市学校安全ボランティア活動奨励賞、個人には同功労者賞を授与し、

その功績を称えるとともに、今後の活動の普及と向上を図ることを目的としております。 

    今年度は、本市学校安全ボランティア表彰審査委員会による審査を行い、その結果、ご

覧いただきますとおり、１団体及び４人の方に決定をいたしました。決定した皆様方は地

域からの信頼も厚く、学校における安全体制の構築にも献身的にご尽力いただいていると

ころでございます。 

    それでは、決定した方々のこれまでの功績を含め、ご報告をさせていただきます。 

    はじめに、東広島市学校安全ボランティア活動奨励賞の東西条みまもりネットでござい

ます。東西条みまもりネットは、平成26年６月の発足時から現在に至るまで、80名以上の

学校安全ボランティアの方々が各担当場所において毎朝の登校、また、月曜日、水曜日、

金曜日には下校時の見回り活動を行っておられます。こうした活動に加え、学校、地域、

関係機関と日常的に連携をしていただき、通学路における危険箇所はないか、児童が１人

で下校する通学路はないかなど、本当に吟味していただきながら児童の登下校時の課題を

学校と共有し、安全確保にご尽力をいただいたこと、こうした活動が高く評価されたもの

でございます。 

    次に、同功労者賞について、報告させていただきます。 

    はじめに、三永小学校推薦の枇杷木様でございます。枇杷木様は平成16年から地域の見

守り活動を自主的に行っておられ、現在も毎朝、登下校時の見守り活動を積極的に行って

おられます。特に、気象警報発令時には学校と連携されまして、率先してパトロールを行

っておられました。こうした児童登下校時の安全確保に寄与されていたことが高く評価さ

れたものでございます。 

    続いて、八本松小学校推薦の吉久様でございます。吉久様は平成17年の八本松小学校区
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防犯パトロール隊の立ち上げ時から下校時の見守り活動に参加され、そのうちの８年間は

パトロール隊の隊長として現在に至るまで活動を続けておられます。毎年11月22日には子

供の安全の日の運営に関わっていただきまして、地域の安全マップづくりにもご協力いた

だいているところでございます。こうした長きにわたって児童の登下校時の安全確保及び

安全意識の向上に寄与された実績が高く評価されたものでございます。 

    続いて、寺西小学校推薦の三木様でございます。三木様は平成19年度から10年以上にわ

たりまして毎朝、児童の登校時間に合わせて交通量の多い国道486号線上の交差点における

交通安全指導を献身的に行っていただき、日々の児童の安全確保にご尽力をいただいてお

りました。また、挨拶運動を通して平素から児童の様子で気になることがあればすぐに学

校と連携され、児童を本当に温かく見守り支えてくださったこと、これらのことが高く評

価されたものでございます。 

    最後に、上黒瀬小学校推薦の梅田様でございます。梅田様は平成17年度から10年以上に

わたりまして通学路における登下校時の見守り活動を行っていただき、児童の安全確保に

ご尽力されました。また、平素から学校と連携を密にとられ、安全学習のゲストティーチ

ャーを務めていただき、児童の交通ルールに対する規範意識を高めていただいたこと、こ

うした活動が高く評価され、今回の表彰に至ったものでございます。 

    以上、表彰に至った功績等についてご報告をさせていただきました。表彰する団体、個

人の方々につきましては、来る２月３日土曜日、アザレアホールにて開催する平成29年度

学校安全ボランティア講習会の中で表彰式を執り行います。 

    報告第１号については、以上でございます。 

○ 津森教育長：ただいまの報告について、ご意見、ご質問があれば、お願いいたします。 

    ございませんでしょうか。 

    それでは、報告第２号の説明をお願いいたします。 

 

報告第２号 平成29年度東広島市成人を祝う会の結果について                 

○ 國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長：平成29年度東広島市成人を祝う会の結果について、ご

説明申し上げます。 

    資料２ページをご覧ください。 

    今年度の成人を祝う会は、資料のとおり、去る１月８日月曜日に東広島運動公園体育館

において執り行いました。委員の皆様におかれましては、年の始めに何かとご多用の折に

もかかわらずご臨席を賜り、誠にありがとうございました。 

    それでは、資料の４、出席状況をご覧ください。 

    平成29年度の出席状況ですが、対象者2,282人に対して1,434人の出席がありました。出

席者数、出席率ともに昨年度を若干下回る結果となりました。 

    報告は、以上です。 

○ 津森教育長：ありがとうございました。 

    この件についてのご意見、ご質問がありましたら、お願いいたします。 

    もう大分前のような気がしますが、どうでしたか。ご感想等ございましたらお願いした



- 4 - 

いと思います。 

○ 織田委員：式のときは、落ち着いていて、とてもよかったと思います。ただ、式の後の写真

撮影で、ちょっと気になる動きをしている新成人がおられましたが、あれは自由に入って

よかったのでしょうか。また、他の市町村出身の新成人も写真撮影に入ってよかったの

か、お伺いします。 

○ 國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長：記念撮影につきましては、昨年は、非常に和やかに撮

影が終わったのですけれども、今年は想定外の動きがありました。ひな壇を用意し、町ご

とに順序よく並んでもらって、そこで撮影する予定だったのですが、急遽、前のほうに出

た新成人がいて、それを制止できなかったのが反省です。来年度は、例えば体育館の横の

袖に階段式の椅子みたいなのがありまして、それを全部出して一斉にそこに並んでもらう

か、あるいは今年はちょっと雨が降りましたが、屋外にひな壇を組んでご自由にお撮りく

ださいというような、主催者側が関わらないような形にするか、まだ検討はしております

が、今年の記念撮影の反省を十分生かして、来年は記念撮影そのものもやるのかやらない

のかも含めて検討したいとに思っております。 

○ 長嶋委員：新成人から聞いたところ、アトラクションと式典では、会場の真ん中よりも後ろ

に座っていると、アトラクションなどのステージの上が全然見えないということでした。

太鼓の音は聞こえるけれど、何をしているのかわからないということ、また、式典でも、

スクリーンに文字が出るので、どんなことを話しているのかはわかるけれど、実際にどん

な方が話をしているのかわからずとても残念だったという話を聞きました。特にアトラク

ションは、音だけでなく、次郎丸太鼓の皆さんが心を込めて打っている姿も一緒に見るこ

とができれば、もっと新成人の皆さんに感動をしてもらえると思います。何かそのあたり

ご検討いただければと思います。 

○ 國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長：貴重なご意見をありがとうございました。 

    何分にも体育館でございますので、観賞用の造りにはなっていませんので、どうしても

あれだけ多い成人の方を一遍に並ばせると、やはり後ろのほうはそういう状況になるので

はないかと思います。予算にも限りがありますけれども、後ろのほうも見えるような視聴

覚的な装置等についても検討していきたいと思います。 

○ 津森教育長：もし、大きくステージを映せるようなものがあればと思います。 

    ほかにございますか。よろしいですか。 

    それでは、次に報告第３号の説明をお願いいたします。 

 

報告第３号 平成29年度東広島アザレア賞の表彰について                   

○ 國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長：続きまして、平成29年度東広島アザレア賞の表彰につ

いて、ご説明いたします。 

    資料の３ページをご覧ください。 

    東広島アザレア賞は、本市の教育・文化及びスポーツの分野において、他の模範として

推奨できる成果又は業績を収められた方を表彰し、その栄誉を称えることにより、本市の

教育・文化及びスポーツが一層発展することを願い、平成５年に制定したものでございま
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す。 

    本年度は、１月16日に東広島アザレア賞選考委員会を開催し、慎重に審議した結果、団

体９件、個人39件、計48件の受賞者を決定いたしました。受賞者及び受賞内容等につきま

しては、本日の資料にお示ししているとおりでございます。 

    ５ページの中段をご覧ください。 

    表彰式についてでございます。表彰式が２月10日土曜日の午後２時から、この市役所本

館402、403、404の会議室において執り行うこととしております。委員の皆様方にも、是非

ご出席いただき、受賞者を祝福していただければと思います。 

    平成29年度東広島アザレア賞の表彰についての報告は、以上でございます。 

○ 津森教育長：たくさんの受賞予定者がおられるわけでございますが、年々増えていく傾向で

あります。何かご質問やご意見がありましたら、お願いいたします。 

○ 長嶋委員：大阪国際音楽コンクールでは５位、６位の方も受賞者に入っておりますが、国際

大会ということですと何位までが対象となりますか。 

○ 國廣生涯学習部次長兼生涯学習課長：国際大会ですと、６位以内の入賞者に授与するという

決まりになっておりまして、大阪国際音楽コンクールにつきましては、出場者の中に外国

人の方も出られている国際という名前のついた大会で、本市から多くの受賞者が出ている

ということでございます。 

○ 長嶋委員：わかりました。ありがとうございます。 

○ 津森教育長：ほかにございませんか。 

今のところ、このアザレア賞の対象となる大会・コンクールにつきましては、参加者数

や、その大会の規模、応募者数などについての基準は特に設けておりませんので、国際大

会か、全国大会かというところでの基準でございます。アザレア賞を始めた頃は、対象基

準を満たす受賞者の数が少なかったように思いますが、最近はいろんな大会・コンクール

に出場して、優れた成績を収めた方も増えております。また、一度同じような大会・コン

クールで表彰すると、同様に表彰するような形になっております。ですから、基準そのも

のの見直しについても考えなくてはいけないかなと思っています。そのときには、この賞

全体をリニューアルするということも今後検討していかないといけないと考えておりま

す。 

    他にございますか。ないようでしたら、報告第４号をお願いいたします。 

 

報告第４号 第33回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について                

○ 丸山スポーツ振興課長：それでは、資料の６ページ、７ページをお願いいたします。 

    第33回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果について、ご報告させていただきます。 

    １月６日土曜日に東広島運動公園陸上競技場を発着としまして、周回コースにおきまし

て191チームの参加により盛大に開催をいたしました。当日は天候にも恵まれ、大きなけが

や事故もなく、全チームが完走し、無事に大会を終えることができました。全部門を合わ

せました総合第１位は、学生の部で出場いたしました「はかいこうせん」でございまし

た。なお、部門ごとの優勝チーム、区間賞等につきましては資料に記載しておりますの
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で、後ほどご覧いただけたらと思います。委員の皆様におかれましては、大変ご多忙中の

中ご臨席を賜りまして、誠にありがとうございました。 

    第33回東ひろしま新春駅伝競走大会の結果についての報告は、以上でございます。よろ

しくお願いします。 

○ 津森教育長：これにつきましても、お気づきの点やご質問等がありましたら、お願いしたい

と思います。 

    よろしいですか。 

    それでは、次に報告第５号の説明をお願いいたします。 

 

報告第５号 職員等の表彰について                             

○ 池田学事課長：それでは、資料の８ページをお願いいたします。 

    報告第５号、教職員の表彰について、ご報告申し上げます。 

    なお、私のほうからは縦１、縦３の学校教育部関係について、ご報告いたします。 

    それでは、縦１、平成29年度文部科学大臣優秀教職員表彰についてでございます。 

    本表彰は、平成18年度から全国の国公私立学校の現職の教職員を対象に実施されるもの

で、本市からは志和中学校の小野祥子教諭を資料の右側のお示ししております理由で推薦

させていただいたところ、見事表彰者に選ばれました。ちなみに、今年度表彰された教職

員は全国で734名でございます。なお、表彰式は、１月15日の月曜日に東京大学の安田講堂

で既に開催されております。 

    続きまして、縦３、平成29年度広島県教育奨励賞についてでございます。 

    本賞は、学校教育、社会教育、体育・スポーツ、地域文化、そして教育行政分野を対象

として、その成果等が他の模範として推奨できるものを広島県教委が表彰するもので、本

県教育の振興・発展に寄与することを目的としております。 

    今年度の教育奨励賞の受賞者は、個人で17名、団体で８団体でございます。本市から

は、西条小学校の菅ちあき教諭が個人で表彰、そして外国語教育強化地域拠点事業研究校

であります東西条小学校、御薗宇小学校、松賀中学校、そして賀茂高等学校が団体で受賞

しております。それぞれの功績等については資料にお示ししているとおりでございます。

 なお、この賞の表彰式は、２月９日金曜日に行われる予定でございます。 

    私からは、以上です。 

○ 岡田生涯学習部次長兼文化課長：２番の広島県教育賞について、ご説明を申し上げます。 

    区分は地域文化で、受賞者は今田幸博様です。東広島市文化財保護審議会の副会長を担

当していただいております。功績としましては、文化財保護審議会委員といたしまして市

内の多数の文化財の掘り起こしや、特に山城の分布調査においてずっと研究を行っていた

だいて文化財保護にご尽力をいただいております。東広島郷土史研究会の会員としても活

躍していただいております。本市での教育賞の受賞につきましては、平成10年度の受賞以

来久しぶりの受賞でございまして、これまで文化財保護関係者では３名の方が受賞してお

られまして、４人目になります。 

    説明は以上でございます。 
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○ 津森教育長：これについては、今までは教育委員会定例会で報告していなかったようです

が、なかなかないことですし、今回から報告させていただいております。 

    何かご意見、ご質問等がございますか。よろしいですか。 

    それでは、議案の審議に移ります。 

 

議案第１号 平成30年第１回東広島市議会定例会提出議案に対する意見の申出について      

 

   （非公開審議） 

 

議案第２号 東広島市外国語指導助手設置規則の一部改正について                

○ 津森教育長：次に、先程話に出てきました議案第２号、東広島市外国語指導助手設置規則の

一部改正についてを議題といたします。 

    説明をお願いいたします。 

○ 祭田指導課長：それでは、議案第２号、東広島市外国語指導助手設置規則の一部改正につい

てご説明をいたします。 

 資料の15ページ、１の改正理由をご覧ください。 

    本議案は、外国語指導助手の１年目の任期が１年未満の場合における任用の更新期間、

報酬の区分及び年次有給休暇の日数に関する規定を定めるとともに、所要の規定の整備を

行うため、本設置規則の一部を改正するものでございます。 

    この外国語指導助手につきましては、先程も申しましたけれども、ＪＥＴプログラム、

外国青年招致事業により任用している非常勤職員のことでございます。この外国語指導助

手の任用期間は１年間としておりますけれども、今回、本人の一身上の都合により帰国せ

ざるを得ないという状況が突発的に発生いたしまして、これに伴い、２月から夏までの任

期で新しいＡＬＴを任用することになりました。こうしたことに対しまして、やむを得な

い事情によって１年未満の任用期間となった場合の規定について定めるものというもので

ございます。 

    それでは、本規則の主な改正点について、ご説明をいたします。 

    資料、17ページの新旧対照表をご覧ください。 

    ここで主な改正点といたしまして、まず第４条第１項の任用期間に、当該期間の範囲内

において、これと異なる期間を定めた場合はその期間を加え、同条第２項におきまして、

任用期間が１年未満である場合の任用期間の更新について、１年に満たない期間を定めて

任用した期間がある場合にあっては、４年間に当該期間を加えた期間を加えたことでござ

います。 

    それから、第７条におきまして、１年目が１年未満の任用の場合の報酬について、第２

項として、任用の日から１年に満たない期間を定めて任用した場合において、任用期間の

更新がされたときにおける前項の表の規定の適用については、任用の日から当該１年に満

たない期間の満了の日までの間を１年目とするという規定を追加し、従前の第２項から第

４項までを１条ずつ繰り下げたことでございます。 
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    18ページをお開きください。 

 第13条第１項におきまして、任用期間が１年未満の場合における年次有給休暇の日数に

ついて、１年に満たない期間を定めて任用する場合にあっては教育長が定める日数を加え

たことでございます。 

    そのほか所要の規定についての整備も行っております。 

    説明は、以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○ 津森教育長：１年たたずに帰国し、１年未満の任期で入国する例が出たので、その規定の整

備をするということでございますが、よろしゅうございますか。 

    原案どおり可決することといたしてよろしいですか。提案のとおり決定いたします。 

 それでは、その他に移りたいと思います。 

 

その他１ 現代の造形－Ｌｉｆｅ＆Ａｒｔ－「版画でつなぐ」の開催について          

○ 岡田生涯学習部次長兼文化課長：では、カラーのチラシの表紙をご覧ください。 

    美術館の特別企画展をご案内いたします。 

    右上をご覧ください。タイトルは、『現代の造形－Ｌｉｆｅ＆Ａｒｔ－「版画でつなぐ

－ひろしまゆかりの作家達－」』です。 

    Ｌｉｆｅ＆Ａｒｔというのは、毎年１回開催しておりまして、人や生活と美術との関わ

りをシリーズテーマとする企画です。今回は12回目で、今回の個別テーマは、広島ゆかり

の作家が戦後の芸術振興に努力してこられた足跡を版画を通して見ていただこうというも

のです。テーマや出品作品など、企画の骨子は広島大学の金田名誉教授や菅村教授などの

有識者の懇話会のご意見をいただき、策定をいたしております。 

    左下の緑色の丸の中をご覧ください。 

    五十音順に出品作家を書いております。現在、東広島在住の方が４名いらっしゃいまし

て、右側の上から３人目の友安様、下から４人目の山下様、そしてその下の２人、横山様

ご夫妻となっております。特に、横山様には平成21年に西条小学校や久芳小学校で出張授

業にも来ていただいております。 

    裏面をご覧ください。 

    中段の下の大きな白枠の中、関連イベントといたしまして、ベンガラ色で「木版画の多

色刷り実演会」と書いてありますところをご覧ください。 

 高屋町在住の横山隆雄先生には、２月18日にワークショップを開催していただきます。

参加者も、小学生でも可能で、版画の刷り体験ができます。また、次のリトグラフのワー

クショップでは、安佐北区在住の石田眞澄先生によりまして、リトグラフという版画の技

法や刷りを体験できるワークショップも開催いたします。市内の多くの小・中学生に参加

していただきたいと考えております。 

    また、その上の同じ白い枠の中段の中、もう一つの白い枠をご覧ください。 

    関連展示として、「東広島市立美術館と版画の軌跡」を市役所１階ロビーで行います。 

本展の展示パネルはもとより、銅版画のプレス機を実際に設置いたします。今回のイベ

ントは、平成32年度開館予定の新美術館に向けて、版画のコレクションの歴史を継承する
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ことも目指した企画ですので、市役所展示、美術館、いずれも時間がございましたら、是

非ご覧いただきたいと思います。市役所ロビー展示は２月５日から２月13日まで、美術館

の会期は２月９日の金曜日から３月18日までとなっております。よろしくお願いします。 

以上です。 

○ 津森教育長：ありがとうございました。 

   それでは、もしよろしければ、是非おいでいただければと思います。 

 

その他２ 次回教育委員会定例会の日程                           

○ 津森教育長：次に、次回教育委員会定例会の日程について、説明をお願いいたします。 

○ 上田学校教育部次長兼教育総務課長：それでは、その他の資料の表紙をご覧ください。 

   ２の次回教育委員会定例会の日程についてでございますが、次回２月につきましては２月

15日木曜日午後３時から北館201会議室で行いたいと存じます。 

   ３月の日程でございますが、第４木曜日ということになりますと22日ということになりま

すが、３月特有の諸事情でありますとか議会との調整がございまして、候補日がまだ実は決

めかねる状況でございまして、その辺を含めていただいてご協議願えればと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○ 津森教育長：２月は15日の15時からですけど、文教厚生委員会はありつつも、この日でよい

ということですね。 

○ 上田学校教育部次長兼教育総務課長：今のところ、文教厚生委員会は３時までには終わると

考えております。 

○ 津森教育長：余程のことがない限りは、２月は15日の15時ということでよろしいかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

    ３月ですけれど、第４木曜日ということであれば、22日木曜日ということになろうかと

思いますが、いつもよりは遅いでしょう。例年はもう一つ前の週、15日木曜日あたりに開

催していると思いますが、議会の会議が延びそうなので、まだわからない状況です。３月

は２時から集まっていただいて、奨励賞の学校表彰をしたり、優秀教員の表彰をしたりし

て、その後、教育委員会会議をするという流れになります。 

    それでは、３月は15日か22日の木曜日ということで、議会日程がわかり次第、また日程

調整をいたします。 

○ 織田委員：卒業式の日程はどうなりますか。 

○ 池田学事課長：今年度の卒業式ですけども、中学校が３月10日の土曜日でございます。小学

校が、その１週後の17日の土曜日でございます。ご都合いかがでしょうか。時間は大体い

つものように９時過ぎからということになります。 

○ 津森教育長：よろしくお願いいたします。 

    全体を通して、ほかに何か確認しておきたい事項などございますでしょうか。 

    よろしいでしょうか。 

    では、以上で本日の議題は全て終了いたしました。ありがとうございました。 

    以上で会議を閉会いたします。皆様ご協力ありがとうございました。 
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閉会 午後４時50分                                    

 

 

 


